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「まちのルール」で守ろう、    

育てよう、自分達のまち！！   

緑豊かでうるおいある、安全・安心で 

快適に暮らせるまちづくり！！  
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地区計画の概要 

 

①建築物等の用途の制限 

 住宅地としての良好な環境を維持するため、工場、自動車教習所、畜舎、ガ

ソリンスタンド等の立地を制限します。 
 

②建築物等の高さの最高限度 

健全な地域環境の形成を図るため、建築物の高さの最高限度を２０ｍに定め

ます。 

 ③壁面の位置の制限 

 隣地境界線から外壁等までの距離は 0.5ｍ以上とします。ただし、地盤面か

ら高さ 4.5ｍ以下の建築物の部分については除きます。 

 ④建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 

 建築物等の屋根・外壁等の色は刺激的な原色を避け落ち着いた色調としま

す。看板・公告塔等は、屋上に取り付け禁止、50cm以上の突出禁止、表示面

積 5㎡以下のものとします。 

 ⑤垣又はさくの構造の制限 

 道路に面する垣又はさくの構造は生垣またはフェンスとします。 

※詳細は、「２ 地区計画の計画書・計画図」をご確認ください。   

 

１ 建築物等の整備について（建築のルール） 

 地区計画は、建築行為等の着手３０日前までに届出が必要です。  
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※印は知事承認事項   

「区域は計画図表示のとおり」 

理 由： 都市防災不燃化促進事業に併せ、沿道の建築物を適正に誘導し、周辺と調和のとれた安全

で快適な街並みの形成を図るため、地区計画を決定する。 

名    称 桜川三丁目補助２３４号線沿道地区地区計画 

位    置 板橋区桜川三丁目地内 

面    積 約 １.７  ha 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

地区計画の 

目 標 

本地区は、主として木造の専用住宅、店舗併用住宅からなる住宅地で、避難路

に指定されている補助２３４号線の沿道にあり、避難地の城北中央公園と避難路

の放射８号線を結ぶ防災上重要な地区である。 

このため、防火地域指定や都市防災不燃化促進事業を活用しながら、沿道の建

築物を適正誘導することにより防災性の向上を図るとともに、周辺と調和のとれ

た安全で快適な街並み空間の創出を図ることを目標とする。 

土地利用の 

方 針 

補助幹線道路の沿道地区にふさわしい土地の合理的かつ健全な高度利用を図

るとともに、避難路沿道における不燃化を適切に誘導・促進し、延焼遮断帯の形

成を図る。 

建築物等の  

整備の方針  

地域の特性をふまえ、補助幹線道路の沿道地区にふさわしい合理的かつ健全な

土地利用の実現を図るため、建築物等に関する制限を次のように定める。 

⒈ 合理的な土地利用と安全で快適な街並みの形成を図るため建築物の高さの

最高限度及び建築物等の形態又は意匠の制限を定める。 

⒉ 住宅地としての良好な環境を維持するため、建築物の用途の制限及び壁面の

位置の制限を定める。 

⒊ 防災性の向上と緑化の推進を図るため、かき又はさくの構造の制限を定め

る。 

地

区

整

備

計

画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

建築物等の 

用途の制限 

    ※ 

次に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途を変更して

はならない。 

ただし、建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合においては、建築

基準法第９１条の規定を準用する。 

⑴ 建築基準法別表第２（に）項第２号、第５号、第６号に掲げる建築物 

⑵ ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド 

建 築 物 の

高 さ の 

最高限度 

 ※ 

２０ ｍ 

ただし、階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影

面積の合計が当該建築物の建築面積の８分の１以内の場合においては、その部分

の高さは、５ｍまでは当該建築物の高さに算入しない。 

また、建築物が地区計画の区域の内外にわたる場合においては、本規定は建築

物の部分に適用する。 

建 築 物 の 

壁面の位置 

の 制 限 

隣地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、０.５ｍ

以上でなければならない。ただし、地盤面からの高さが４.５ｍ以下の建築物の

部分については、この限りではない。 

建築物等の 

形 態 又 は 

意匠の制限 

⑴ 建築物等の屋根、外壁等の色彩は、刺激的な原色を避け落ち着いた色調のも

のとする。 

⑵ 看板、広告塔等の屋外広告物は、次の各号に適合しなければならない。 

① 建築物の屋上に取り付けないこと 

② 建築物の壁面から道路側に向かって５０㎝以上突出させないこと 

③ 表示面積が５㎡以下であること 

か き 又 は 

さ く の 

構造の制限 

道路に面するかき又はさくの構造は､ 生垣又はフェンスとする。 

ただし、０.６ｍ以下の部分については、この限りでない 

２ 地区計画の計画書・計画図 
平 9.4.4 

板橋区告示第 97 号  
平 3.2.28 

板橋区告示第 89 号  
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計画図 
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３ 地区計画の解説 

 
 
 地区特性に合わせたまちの将来像（計画書の土地利用の方針」で定めている。）を実現するため、建築基準法 

による「用途地域」の制限に加えて、地区計画において以下のように建物の用途を制限しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
合理的な土地利用と安全で快適な街並みの形成を図る 

ため建築物の高さの最高限度を 20ｍと定めています。 

ただし、階段室や昇降機塔等で一定規模以下のものは対 

象外となります。 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

住宅地としての良好な環境を維持するため、建物の周りに、５０ｃｍ以上のゆとり空間を設けることとして

います。ただし、地盤面から高さ 4.5m以下の建築物の部分については制限していません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■建築物等の形態又は色彩その他意匠の制限について 

①外壁等の色について 

建物等の屋根・外壁の色は、刺激的な原色を避け落ち着い 

た色調としています。 

 

 

■建築物の用途の制限について 

 

■壁面の位置の制限について 

 

派手な色 

原色 

②看板、広告塔等の屋外広告物について 

 看板、広告塔等の屋外広告物を制限しています。 

  ①建築物の屋上に取り付けないこと。 

  ②建築物の壁面から道路側に 50cm以上突出させないこと。 

  ③表示面積が 5㎡以下であること。 

【建築物の用途の制限】： 

①建築基準法別表第 2第（に）項第 2号 

②                     第５号 

③                      第 6号 

に掲げる建築物 

④ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド 

①作業場の床面積の合計が 50 ㎡以内であり、かつ、

出力の合計が 0.75kw 以下の原動機を使用するパ

ン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する

食品製造業を営むもの以外の工場 

②自動車教習所 

③床面積の合計が 15㎡を超える畜舎 

■建築物の高さの最高限度について 

看板・広告物等 

5㎡以下 

建築物 

道路 

50cm以下 

住宅 

隣地境界線から 50cm より近い場

所に建物を建てられません。 

 ただし、軒、庇は対象外です。 

住宅 

50cm 

隣地境界線 

50cm 

住宅 

50cm 

隣地境界線 

1Ｆ 

2Ｆ 

3Ｆ 

4Ｆ 

5Ｆ 

Ａ 

5m以下 

階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投

影面積の合計Ａが、当該建築物の建築面積Ｂの 8分の 1以内の場合

においては、その部分の高さは 5m 以下であれば、高さの最高限度を

超えてつくることができます。 

Ｂ 

20m以下 

6Ｆ 

4.5m以下 

※高さが 4.5m 以下の建築物の部分

は対象外です。 
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防災性の向上と緑化の推進を図るため、建替え等において塀等を設置又は作りかえる場合には、下図のよう

に道路の沿道は、生垣や透過性のあるフェンス等にすることとします（高さ 60cm以下の部分については対象

外）。ただし、隣地境界側については制限していません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■垣又はさくの構造制限 

花壇 ブロック塀 緑化フェンス 生垣 

60cm以下 60cm 60cm以下 60cm以下 
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地区計画に関するお問い合わせは・・・ 

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目６６番１号 

(区役所北庁舎５階１６番窓口) 

    板橋区都市整備部建築指導課意匠審査係                

     TEL  ０３－３５７９－２５７３（直通） 

 

                                    令和３年４月作成                           


